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岩国市乗合タクシー「よべるん」における南北河内地区への運行地区追加

（持国・大谷地区） 

 

 

 

１ 南北河内地区への運行地区追加（持国・大谷地区）について 

 

岩国市乗合タクシー「よべるん」（以下「乗合タクシー」という。）は、対象エ

リア（居住地域）内での移動および、対象エリアから駅・病院・商業施設等の拠点

エリアへの移動を主な目的として運行しております。 

このたび、持国・大谷地区の住民より、乗合タクシーの対象エリアへの追加を求

める要望が寄せられたことを受け、対象エリア（南北河内地区）に当該地区を追加

したいと考えています。 

 

 

 

２ 持国・大谷地区を対象エリアに追加するに至った経緯 

 

これまで持国・大谷地区の住民は、徒歩または自家用車等により、隣接する南河

内地区の乗合タクシー運行エリアまで移動し、同サービスを利用していました。 

しかしながら、当該移動の際に猿やイノシシ等の野生動物と遭遇する危険性があ

ることから、持国・大谷地区においても乗合タクシーの運行を求める要望が寄せら

れたため、対象エリアへの追加に至ったものです。 

 

 

 

３ 乗合タクシーの利用方法について 

 

① 利用者は、電話か Web で予約する（乗車の１週間前から１時間前まで） 

② 利用者は、予約時間に待ち合わせ場所で待ち、乗車する（乗合になる場合あり） 

③ 利用者は、利用料金を支払い降車する（利用者一人ひとりが支払い） 
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４ 乗合タクシー運行詳細について 

 

項目 詳細 

地区名 南北河内地区（持国・大谷を含む） 

運 行 開 始 日 令和８年４月１日（水）～ 

運 行 時 間 帯 午前８時～午後５時まで 

料 金 

（ 協 議 運 賃 ） 

１乗車 500 円（乗合の場合は 300 円） 

１か月定額利用券 15,000 円 

小学生、障害者半額 

未就学児無料 

運 行 事 業 者 第一交通株式会社  有限会社朝日タクシー 

運 行 車 両 ８両（タクシー車両 普通車）※１事業者４両ずつ 

運 行 区 域 別紙のとおり 

 

 

５ 持国・大谷地区における乗合タクシーの利用について 

乗合タクシーは、次の場合に利用可能とします。 

① 対象エリア⇔対象エリア（例：持国・大谷地区⇔南河内地区もしくは北河内地区） 

 

② 対象エリア→拠点エリア（例：持国・大谷地区→新岩国駅・多田周辺 中央フード） 

 

③ 拠点エリア→対象エリア（例：新岩国駅・多田周辺 中央フード→持国・大谷地区） 

 

※ 拠点エリア→拠点エリア（例：新岩国駅・多田周辺 病院→新岩国駅・多田周辺 郵便局）対象外 

 

 

６ 今後の予定 

令和７年 11 月 17 日 岩国市地域公共交通会議にて審議 

令和８年２月上旬 

運行事業者から山口運輸支局へ「一般乗合旅客自動車運送

事業の事業計画変更認可申請書」及び「一般乗合旅客自動

車運送事業の運賃設定（変更）届出」を提出 

令和８年４月１日 持国・大谷地区を対象エリアに追加し運行開始 
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【区域図】 新小瀬地区、南・北河内地区 
【持国・大谷地区追加】

対象エリアと拠点エリア

小瀬出張所

主軸経路

主要施設

導入済エリア

新たな導入地区

凡 例

対象エリア

【南・北河内地区】
岩国市伊房・竹安・土生・角・保木・上田・寺山・近延・行

正・入野・大山・廿木・守内・瓦谷・杭名・下・行正・天尾

・二鹿・相ノ谷・持国・大谷

【小瀬地区】
岩国市小瀬

拠点エリア

【新岩国駅・多田地区周辺】
岩国市多田一丁目・多田二丁目・多田三丁目の一部、御庄

一丁目から五丁目まで、御庄の一部・多田の一部・田原の

一部

  【和木駅周辺】
和木町和木一丁目から和木四丁目まで

拠点スポット

 関戸バス停（小瀬地区のみ）

乗合タクシーの乗降が可能となるエリアで、当

エリアに居住する市民が主に利用する。

乗合タクシーの乗降が可能となるエリアで、主

に対象エリアに居住する市民の目的地となる。

乗合タクシーの乗降が可能となる場所。

南河内公民館

対象エリア

（南・北河内地区）

北河内公民館

南河内駅

新たに導入する地区

持国・大谷地区

R8.4.1～適用

北河内駅


